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事務所通信

春の桜と共に日本の四季を感じさせてくれる「紅葉」。 昼夜の気温差が大きいほど紅葉は美しくな
るそうです。 皆さん、 今年は紅葉を見に行かれますか？

掲載内容に関してこ不明点等あれば、 お気軽に当事務所までお問い合わせください。

2016年11月号

■消費税率引上げ時期の変更に伴う
住宅取得等資金贈与の改正

■来年1月からスタ ー トする
子の看護休暇等の半日取得

■業種別年末賞与
支給労働者1人平均支給額

■ テレビとネットの
利用時間を比べてみると

■編集後記
今一番欲しいものは何ですか？

税理士法人サム・ライズ 未来会計法人メイキット

埼玉県川越市脇田本町11-1 川越シテイビル 7F
TEL: 049-249-0222/FAX: 049-249-0220 
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2016年11月号

消費視率引上げ時期の変更に伴う

住宅取得等資金贈与の改正
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平成28年6月、安倍内閣総理大臣の記者会見において、消費
税率10％への引上げ時期を30ヶ月延期することが表明されま
した。 その後、8月に与党による税率引上げ時期変更に係る
法案の原案が公表、そして同月内には「消費税率引上げ時期
の変更に伴う税制上の措置」が閣議決定されています。 この
税制上の措置は消費税だけでなく、税率引上げに伴う他の税
目の見直しも含まれています。 今回は具体的な例として、住
宅取得等資金贈与の贈与税の非課税措置についてご紹介いた
します。

干住宅取得等資金贈与の贈与視の非課視措置
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住宅取得等資金贈与の贈与税の非課税措置とは、 父母や祖
父母などの直系尊属からマ イホ ー ム取得のための資金贈与を
受けた場合に、 一定の要件に該当する時は、 一定の金額まで
贈与税がかからない（非課税）制度です。

この場合における非課税の枠は、 マ イホ ー ムの新築等に係
る契約の締結日によって、 かつ、 家屋の種類によって異なり
ます。 さらに、 当該マ イホ ー ムの価額に含まれる消費税等の
税率が10％か否かでも異なります。

現行における非課税枠と上記閣議決定を受けた改正案は、
次ペー ジのとおりです。

ご覧いただいてお分かりのとおり、 10％への税率引上げ開
始時期が変更されることに伴い、 期間が30ヶ月分(2年半）ず
つズレます（表内赤字部分）。 また、 現行法における当該制
度の適用期間は、 平成31年6月30日までですが、 適用期間も同
じように延長されて平成33年12月31日まで、 とした改正案に
なっています。

このような改正は当該制度だけに限らず、 いわゆる “住宅
ロ ー ン控除” といわれる控除についても、 その適用期限が2年
半延長され、 平成33年12月31日まで適用となることが予定さ
れています。

このように今回の消費税率引上げ時期の変更により、 消費
税だけでなく関連した他の税目に関しても影響が生じること
となります。 特にマ イホ ー ムの取得は資金が大きく動くこと
になりますので、 必ず改正後の適用期間と非課税枠を確認し
た上で、 計画的に税の恩恵が受けられるようにしましょう。
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【非課税枠（現行）】 【非課税枠（改正案）】

受贈者ごとの非課税枠は、下表のとあ'IJです°もし既にこの制度の適用を受け
ている場合には、t(J)金額を下表の金額から控除します。たたl.,下表2O)J場合、

既にこの制度の適用を受けていても、平成28年9月30日までの契約締結分
は控除しません。

受賭者ごとの非課税枠は、下表のとおりです。もし既にこの制度の適用を受けてい
る場合には、その金額を下表の金額から控除します。ただし下表2の場合、既にこ
の制度の選用を受けていても、平成31年3月31日までの契約締結分は控除しま
せん。

1 下表 2 以外の場合
住宅用の家屋の種類

1 下表 2 以外の場合

契
平成28年 1月1日から29年9月30日まで

一定の
省エネ等

住宝．
1,200万円
1,000万円

800万円

左記以外
の住宅

住宅用の家屋の種類

700万円

住宅用家屋の
新築等に係る契約の締結日

平成28年 1月1日から32年3月31日まで

平成32年 4月1日から33年3月31日まで

平成33年 4月1日から33年12月31日まで

一定の
省エネ等

住＿
1,200万円
1,000万円

800万円

左記以外
の住宅

700万円
平成29年10月1日から30年9月30日まで 500万円 500万円
平成30年10月1日から31年6月30日まで 300万円 300万円

2住宅用家屋の新築等の額に含まれる消費税等の税率が10％であむ衛合
住宅用の家屋の種類 一定の

省エネ等
住宅

3,000万円2,500万円

1,500万円1,000万円

1,200万円 700万円

住宅用家屋の
新築等に係る契約の締結日

平成28年10月1日から29年9月30日まで

平成29年10月1日から30年9月30日まで

平成30年10月1日から31年6月30日まで

左記以外
の住宅

2住宅用家屋の新築等の額に含まれる消費税等の税率が10％であ否易合
住宅用の家屋の種類 一定の

省エネ等
住宅

3,000万円2,500万円

1,500万円1,000万円

1,200万円 700万円

住宅用家屋の
新築等に係る契約の締結日

平成31年4月1日から32年3月31日まで

平成32年4月1日から33年3月31日まで

平成33年4月1日から33年12月31日まで

左記以外
の住宅

（現行） （改正案）
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（注） 一定の省エネ等住宅以外の住宅の非課税枠は、
上記非課税枠より各500万円減。
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契1月～

叶;年|年
|

30年
|

31年
|

32年1
（注） 一定の省エネ等住宅以外の住宅の非課税枠は、上記非課税枠より各500万円減。

~3月 4~3月 4~3月 4~12月

33年
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餞営情報 2016年11月号

業種別年末賞与

支給労働者1人平均支給額

今年も年末賞与の季節を迎えます。 ここでは賞与支給の参考資料として、

厚生労働省の調査(※)から、 業種別に事業所規模5~29人と30~99人の事業所における平成27

年の年末賞与について、 支給労働者1人平均支給額などを紹介します。

円全体では給与1ヶ月分糎麿の金額に

主な業種・規模別に年末賞与の支給労働者l人平均支給額などをまとめると、 以下のように
なります。

産業

調査産朧計
建設業

総合工事業
職別工事業
設備工事業

襲造叢
消費関連製造業
素材関連製造業
機械関連製造業
食料品・たばこ
繊維工業
木材・木製品
家具・装備品
パルプ・紙
印刷・同関連業
化学、石油•石炭
プラスヂyク製品
ゴム製品
窯業・土石製品
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具
生産用機械器具
業務用機械器具
電子・デバイス
電気機械器具
情報通信機械器具
輸送用機械器具
その他の製造業

電気・ガス・熱供給等
情報通信農

通信業
情報サー ビス業
映像音声文字情報

運輸戴，郵便巣
道路旅客運送業
道路貨物運送業

�MyKomon 

平成27年業種・事業所規模別年末賞与支給労働者1人平均支給額など(1)

一 ー：
一

］巳塁竺ぞ雙11支給労働者数割合II支給事業所数割合

5~29人
1.01 
0.93 
1.00 
0.81 
0.96 

0.94 
0.73 
0.96 
1.16 
0.69 
0.71 
0.81 
0.98 
1.01 
0.67 
1.41 
0.90 
0.70 
1.03 
1.03 
0.76 
0.92 
1.14 
1.39 
1.06 
1.32 
0.92 
0.92 
0.99 
0.80 

1.73 
1.04 
0.98 
1.01 
1.06 

0.94 
0.81 
0.75 

5~29人
72.2 
76.8 
76.6 
75.0 
79.2 

74.5 
66.8 
79.9 
77.0 
70.1 
60.6 
67.3 
68.5 
84.4 
62.6 
84.2 
74.4 
56.9 
75.7 
80.7 
85.8 
86.0 
87.2 
81.2 
76.2 
64.6 
78.6 
74.5 
70.3 
68.7 

83.8 
72.9 
91.6 
77.1 
64.0 
77.8 
45.2 
75.6 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成
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平成27年業種・事業所規模別年末賞与支給労働者1人平均支給額など(2)
一支給

―

働
＿

者
― -71きまって支給する給与司「 支給労働者数割合 II 支給事業所数割合

産業

卸売業，小売業
卸売業
繊維・衣服等卸売業
飲食料品卸売業
機械器具卸売業
小売業
各種商品小売業
織物等小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業

金融業，保険業
不動産戴，物品賃貸蠣

不動産業
物品賃貸業

学術研究等
専門サー ビス業
広告業
技術サー ビス業

飲食サー ビス巣等
宿泊業
飲食店
持ち帰り・配達飲食

生活関連サー ビス業等
娯楽業

教育，学蓄支援業
学校教育
他教育，学習支援

複合サー ビス事業
その他のサー ビス業

廃棄物処理業
自動車整備等
職業紹介・派遣業
他の事業サー ビス

■111,1
I 42,3
■ 78,5

15,2

全業種平均（調査産業計）の支給労働者1
人平均支給額は、 5~29人規模が27.3万円

(26年は26.5万円）、 30~99人規模が32.9万
円 (26年は34.3万円）となり、 5~29人規模
では前年を上回りました。 業種別にみると、
5~29人規模では、 電気 ・ ガス ・ 熱供給等の
56.9万円が最も高くなりました。 30~99人規
模も同 じく電気・ガス ・ 熱供給等の68.0万円

（※）厚生労働省「毎月勤労統計調査」

％ 

5~29人
l

30~99ぶ
70.0［二 ニ95

―

,81 70.1［ 二94
―

,5
86.4 � 84.5 
77.1[: ニ Ioo]] 68.3 
78.7仁二� 78.0 
91.1 二森Q] 89.6 
62.7［

一

2f9l 63.9 
36.6[: ニ Ioo:Ql 35.1 
63.4仁 二� 65.9 
35.0 二� 35.5 
86.3 仁� 83.7 
94.6 c::::J1fo--.-� 92.3 
81.9［ 二9

―

ぶ 76.6
77.9仁二� 72.9 
88.8 二ru 84.2 
78.5 � 75.5 
83.2 [-8ぶ 79.7
63.3[: ニ Ioo]] 57.8 
75.5仁二95辺 71.4 
54.9［ 二85ぶ 49.2
53.4［

一

ru 52.6 
53.7[:ニ逗21 46.8 
63.7[:二98改 60.2
49.7［ 二� 47.7 
49.8［

一

2f9l 54.5 
81.0 「

―

，紅 77.1
93.8[:二98辺 92.5
61.3仁ニ:i]Q]] 59.4 
96.0 亡� 97.1 
78.l � 77.8 
92.3[: コ00]] 91.0 
85.1 C二ru 78.7 
62.6仁 二� 66.5 
73.7 C二 8-6:7j 74.OL二 こ邸：3

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成

が最も高くなっています。

中小企業庁が今年9月に発表した調査結果
によると、 28年度に賞与 ・ 一時金の増額を実
施した割合は31.3％で、 27年度の29.7％を若
干上回る結果となりました。 今年の年末賞与
では、 増額する企業はどのくらいになるので
しょうか。

日本標準産業分類に基づく 16大産業に属する常用労働者5人以上の約190万事業所（経済センサス基礎調査）から抽出し
た約33,000事業所を対象にした調森です。きまって支給する給与に対する支給割合とは、賞与を支給した事業所ごとに算
出した「きまって支給する給与」に対する「賞与」の割合（支給月数）の一事業所当たりの平均です。支給労働者数割合
は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数（当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も
含む）の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURLの
ページから確認できます。http: //www. mhlw. go. jp/toukei/list/30-1. html

�MyKomon 税理士法人サム ・ ライズ

https://some-rize.jp/埼玉県川越市脇田本町11-1 川越シティビル7F

https://some-rize.jp/


IT情輻2016年11月号

テレビとネットの

利用時間を比べてみると

インタ ーネット（以下、ネット）の普及などにより、若者を中心にテレビ
離れが進んでいるといわれています。 ここでは、7月に発表された総務省の「情報通信白書」
（※）から、テレビとネットの利用時間を年代別に比較してみます。

� 10代20代はテレビよりネット
上記白書から、 年代別のテレビとネットの

1日あたり平均利用時間（以下、 利用時間）
について、 平日と休日の別にまとめると以下
のとおりです。

全ての年代では平日 ・ 休日ともにテレビの
利用時間が長くなっています。ただし10代と
20代では、 平日 ・ 休日とも26年にはテレビよ
りもネットのほうが長くなりました。

庄ネット利用時閻はどこまで増える？
テレビ、 ネットの利用時間ともに増加傾向

にありますが、 10代、 20代を中心にテレビよ
りネットの利用時間が長くなっています。そ
のため長期的には、 テレビよりもネットの利
用時間が増えるでしょう。今後どこまで増え
るのかはわかりませんが、 自社のビ ジネス に
与える影響などはないかなど、 視点のひとつ
として注目してみてはいかがでしょうか。

年代別テレビとネッ図）平日・休日1日あたりの平均利用時間の推移（分）
平均利用時間 テレビ視聴とネット利用時間テレビ視聴とネット利用時間

平日 休日 の差（テレビーネット） の合計
テレビ（リアル ネット利用タイム）視聴

テレビ（リアル ネット利用タイム）視聴 平日 休日 平日 休日

平成25年L 168.3 77.9 225.4 
全年代平成26年L 170.6 83.6 228.9 

平成27年L 174.3 90.4 231.2 
平成25年一102.5 99.1 140.7 

10代 平成26年一 91.8 109.3 147.4 
平成27年•• 95.8 112.2 155.8 
平成25年仁

―

-127.2 136.7 170.7 
20代 平成26年亡_7118.9 151.3 161.4 

平成27年
仁―

-128.o 146.9 155.4 
平成25年

仁―

157.6 87.8 221.0 
30代 平成26年亡

＿
て51.6 87.6 197.5 

平成27年亡
― 742.4 105.3 197.1 

平成25年亡 ニコ43.4 70.O L 204.3
40代 平成26年L 169.5 82.5 233.9

平成27年
亡―

マ52.3 93.5 L 208.6 
平成25年L 176.7 61.8 254.2 

50代 平成26年L 180.2 68.0 265.3 
平成27年L 219°)8 

＝ 
74.7 300.1 

平成25年L 257.Q]
［ 

36.7 305.7 
60代 平成26年L 256可 ＇ 32.2L 310.3 

平成27年L. 257.�' 31可I35.7 

86.1亡］90.4 門 139.311
100.6 亡コ 87.1門 128.311
113.7仁］ 83.9 亡 117.51[
151.7 l 3.4 「 1_-11.011
180.51 -17.5II

一―

-33.111
221.3 I -16.4 ■: -65.41[
170.3 I -9.5 ワ： 0.4'1
194.9 I -32.5 rJ 二＿ー33.511
210.0 I -18.9 ■一 -54.51[

93.8 口 69.9 亡 l 127.211
101.7 亡］ 64.0� 95.811
131.3 口 37.1 □. 65.911

73.3 ■ 73.5 」 131.0ll
82.9 にコ 87.1 ワ＿151.011
91.9 □ 58.8門

―

116.711
50.0 にコ！15.0 ワ 204.31[
73.7 に コ12.2 □_ 191.511
70.4仁5.1� 229.711
29.3 I 
33.5 � 
37.1 I 

220 ；が]_ 276.41
2祖ワ 276.8 l
221..8J1 280.0 I

丞612 311.5 
25ヨ2 329.5 
26互7 344.9 
頌1.7 292.4 
201.1 327.9 
頌8.o 377.1 
263]} 341.0 
2to泣 356.3 
274.9 365.4 
癖4 314.8 
2領到．2 299.2 
247!8 328.4 
江8.4 277.5 
252]0 316.8 
2]5]8 300.5 
23�.5 304.2 
2百8J2 339.0 
�9�.5] 1 370.4 
293こ6] 334.9 
2：8：8亙 343.9 
�93,.3J� 354.2 

総務省「平成28年版情報通信白書」より作成

（※）総務省「平成28年版情報通信白害」 331ページ掲載の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査研究」
の結果です。この調査は13歳から69歳までの男女1,500人を対象に、行われたものです。詳細は次のURLのページから確認で
きます。 http: //www. soumu. go. jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc252510. html
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年末の行事や年初の備品発注などの準備に追われます。 スケジュ ールの確認を徹底し、 もれの

ないようにしましょう。

2016年11月

O: 1 · 年末調整の準備 お仕事備忘録
2 年末賞与の支払準備

゜ 3. 所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）
0 4． 翌年のカレンダーの作製
0 5. 忘年会の準備
0 6. 防火対策

11月は、 所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税第2期分の納付月です。もし、 その年の申告納税見積額
が予定納税基準額（注）に満たないと見込まれる場合には、 予定納税額の減額にかかる承認を申請することが
できます。11月1日～15日までに提出できる減額申請は、 予定納税のうち第2期分のみです。
（注）予定納税基準額は、 税務署が計算をして事前に納税者へ通知します。この予定納税基準額は所得税及び
復興特別所得税の合計額で計算します。

年末行事の大きなものに忘年会があります。
全社行事として執り行う場合は、 総務が中心となって企画運営していくこととなります。

口場所の確保
口来賓の確認
口乾杯の音頭、 挨拶等の依頼
口余興の準備
□出席者数の確認

など、 段取りよくすすめましょう。

6. 防火対策

秋の火災予防運動の時期です。いざというときに慌てないように、 避難訓練や非常時の対応方法について周
知しておきましょう。

消防設備の点検 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 消火器、 非常口、 非常階段、 避難経路など
非常時の対応方法見直し ・ ・ ・ ・ ・ ・ 連絡方法、 避難対策など

冬にかけて火を取り扱う機会が増えてきます。火の後始末の方法などを確認しましょう。
また不用意に、 燃えやすいもの等を屋外に放置しないようにしましょう。
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そうですねぇ。今ほしいものは、
自転車ですね。すぐに買おうと
思えば、買えそうですがｻｲｸﾘ
ﾝｸﾞ車(少し高い)もいいし通勤
用(最寄り駅まで)で普通の自
転車(１万円位の)もいいです
ね。ただ今自転車がないので
歩いてますが、今度あれば歩く
事が少なくなって、健康には歩
いたほうがいいか迷います。

私は、今バイクが一番欲しい
です！9月に通い始めたバイ
クの免許がようやく合格でき
そうなので、完全に冬になって
しまう前に、ツーリングで紅葉
を見に行きたいと考えてま
す。その為にもまずは試験に
速やかに合格しなければなら
ないのですが。。。とにかく合
格目指して頑張ります！

一緒にサッカー観戦をしてく
れる人がほしいです。以前一
緒に行ってた友達は結婚し
てからなかなか行けなくなっ
てしまいました。ただし、埼
玉スタジアムの浦和レッズ戦
に限ります。男女は問いませ
んが女性ならなお嬉しいで
す(笑)

黒田 鈴木

外尾小笠原
【お金】お金さえあれば・・な
んて事は言わず、【バルミュー
ダのトースター】です。家に
トースターありますが、最近
色々進化したトースターがあ
ります。4万近くしますが素
敵なトースターです。サンタ
が来る事を祈ります！

 今一番ほしい物は何ですか！？

横山 石田 冬物コートです！
今まで安いものばかり買って
いましたが、そろそろ大人に
なろうと思い、少し素材の良
いものを買いたいです(＾＾)
後は、本当に「時間」が欲し
いです(笑)ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ時間を
作り、岩盤浴・ﾖｶﾞ・温泉・ｽﾉ
ﾎﾞetc、、、楽しみたいです♪

　ずばり、テニスコートです。
錦織選手の活躍で全然コート
の予約が出来ません。かと
言ってクラブには費用が…。
どのくらいで造れるのでしょ
うか。どなたかご存知でしょ
うか。教えてください。

川越と言えば【芋】さつまいもです。
周辺には芋ほりが出来る場所がたくさんあり保育園児・幼
稚園児・バスツアーの方々がいらっしゃっています。
芋は焼芋の他にも、味噌汁・大学芋など・・最近ミニストップ
のソフトクリームも芋！！※食べましたが美味しかったです
よ～
川越にいらした時は是非芋ほりをお薦めします。
さて今週のお題は
『今一番欲しいもの』です！
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今、一番欲しいものは、超協
力なお風呂のｶﾋﾞ取り洗剤で
す。新築から、５年。とうとう、
お風呂のｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝに黒いｶﾋﾞ
が発生してしまいました
（涙）。ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業者でも
落とせず…。お勧めの洗剤が
ある方はぜひ教えていただき
たいです！

私が欲しいものはｽﾏﾎです
ね。未だにｶﾞﾗｹｰﾕｰｻﾞｰなん
で電話、ﾒｰﾙだけなら不自由
はありませんが、地図とかﾈｯ
ﾄ環境は制限があり、見るの
も一苦労です。後今巷で流行
している。ﾎﾟｹﾓﾝgoもやりた
いですね。ﾎﾟｹﾓﾝに関しては
世代でやってたので、相当詳
しいです。

一番ほしいものは自信です。
「私、失敗しないので。」ﾄﾞﾗﾏﾄﾞ
ｸﾀｰX外科医・大門未知子の名
ｾﾘﾌです。どんな難しい病気で
も、自信満々で言うのがかっこ
いいですね。私もどんなことが
あっでもそれなりの勇気を持っ
て、恐れず前へ進み、また、新
しいことにﾁｬﾚﾝｼﾞすることがで
きたらいいなあと思います。

一番にほしい物は、「快適に
使えるメガネ」です♪老眼と
近視が微妙に混在していて
遠近両用メガネ・近視用メガ
ネ・老眼用メガネどれを試し
ても「これぞ」と思う品物に出
会えません♪いっそうメガネ
ではなく「視力」が欲しいです
ね♪見えなくても良い事も多
いですが（笑）

【お知らせ】

　12/14　水曜日
所内勉強会の為　終日留守番電話

とさせて頂きます。ご迷惑をお掛け

致しますが宜しくお願い致します。

瀬川中元

相蘓

私が今一番欲しいものは、
コードレスクリーナーです♪周
りで使っている方が多く、
ちょっとしたときをはじめ、しっ
かりお掃除も出来るので面倒
くさがりな私はとっても気に
なります。掃除機とハンドク
リーナーもあるので、購入する
までは決心が付かず…何か
キッカケが欲しいです(笑)

野口

張
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